
株主の皆様へ 

2024 年 1 月 30 日 

ダイキョーニシカワ株式会社 

 

株主総会資料の電子提供制度と当社対応のご案内 

 

電子提供制度の概要 

会社法改正により、2023 年３月以降に開催される株主総会から、「株主総会資料の電子提供制

度」に基づき、株主総会資料は原則ウェブサイトへ掲載して提供されるようになりました。 

※株主総会資料とは、株主総会参考書類、事業報告、監査報告、計算書類、連結計算書類を指し

ます。 

 

当社の対応 

2024 年６月以降に開催される予定の定時株主総会につきましては、ウェブサイトへのアクセス方法

等を記載した招集通知（以下、通知書面）をお送りします。株主総会資料の全文はウェブサイトにアク

セスすることで確認できます。 

※議決権行使書は原則、従来どおりお送りします。 

※通知書面に加え、議案に関する情報（株主総会参考書類）は株主様のお手元に送付いたします。 

 

株主総会資料の電子提供制度イメージ図 

 



株主総会資料の全文の郵送（書面交付）を希望される場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書面交付請求のお手続き先 

▶ 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 証券代行部 

 電子提供制度専用ダイヤル：0120-696-505（受付時間：土・日・祝日等を除く 平日 9：00～17：00） 

 電子提供制度に関するご案内ウェブサイト：https://www.tr.mufg.jp/daikou/denshi.html 

▶ 株主様が口座を開設されている証券会社 

 

【参考】よくあるご質問 

Q１. 書面交付請求をしていない場合、送付される資料は何ですか？ 

A１. 書面交付請求をされていない単元株主様には、以下の書面を送付いたします。 

①議決権行使書 

②株主総会の開催日時・ウェブサイトの URL 等及び議案に関する情報が記載された書面 

事業報告や計算書類等の内容は、通知書面記載のウェブサイトにアクセスしてご確認ください。 

 

Q２. 書面交付請求をした場合、送付される資料は何ですか？ 

A２. 書面交付請求をされた単元株主様には、書面交付請求をされていない単元株主様に送付する

書面（A１参照）に加え、事業報告、連結計算書類、計算書類、監査報告が記載された書

面を送付いたします。 

 

Q３. 書面交付請求手続きの期限はいつですか？ 

A３. 議決権行使基準日（毎年３月 31 日）までにお手続きをお済ませください。 

    ※基準日を過ぎてお申出いただいた場合、来年の定時株主総会から株主総会資料の全文を書

面で送付いたします。 

 

Q４. 書面交付請求の有無にかかわらず、郵送で議決権行使することができますか？ 

A４. 郵送による議決権行使が可能です。議決権行使書は従来どおり送付いたします。 

以上 

株主総会資料の全文の郵送を希望される株主様は、議決権行使基準日（2024 年６月定時

株主総会については 2024 年３月 31 日。以降の株主総会についても各議決権行使基準日）

までに、三菱UFJ 信託銀行または口座を開設されている証券会社で書面交付請求のお手続き

をお済ませください。 

※株主総会資料の全文には、事業報告、連結計算書類、計算書類、監査報告も含まれます。なお、法令・定款に基づき、項目

の一部はウェブサイトのみでの開示とさせていただく可能性があります。 

※議決権行使基準日（毎年３月 31 日）までにお手続きが必要ですので、できるだけ余裕をもってお手続きをお願いします。 

※書面交付請求のお手続きの詳細は、下記「書面交付請求のお手続き先」にご確認ください。 

https://www.tr.mufg.jp/daikou/denshi.html

